
資料５ 

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について 

（趣旨） 

 東京瓦斯株式会社（以下「東京ガス」という。）から、２０２０年９月１８日付けで経済

産業大臣あてに託送供給約款の変更の認可申請があり、９月２４日付けで経済産業大臣から

意見を求められたところ、当該認可申請に係る電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員

会」という。）としての回答について御審議いただく。 

１．認可申請の背景等 

（１）概要

東京ガスの供給区域には「東京地区等」、「群馬地区等」及び「四街道１２Ａ地区」（以

下「四街道地区」という。）が存在するが、国産天然ガスを原料としていた「四街道地

区」を「東京地区等」に併合する内容の託送供給約款の変更について認可申請（ガス事業

法第４８条第２項）が行われた。 

（２）経緯

 ２０１６年５月、東京ガスは、旧千葉ガスを併合し、「四街道地区」を、東京ガスの供

給区域に含めた。もっとも、「四街道地区」については、「東京地区等」とガスの種類が

異なったことから、「東京地区等」とは異なる託送料金その他の供給条件を定めた。

 その後、東京ガスは、「四街道地区」と「東京地区等」のガスの種類を同一とし、ガス

供給の維持・運用オペレーションの効率化及び供給安定性の向上を図るため、これに向

けて設備工事等を進めてきたところ。今般、設備工事等が完了し、「四街道地区」と

「東京地区等」に異なる託送料金その他の供給条件を定める理由がなくなったことか

ら、「四街道地区」を「東京地区等」と併合する内容の託送供給約款変更について認可

申請が行われた（同約款は２０２０年１０月３０日から適用される予定）。

２．変更認可申請の概要【参考資料１】 

（１）申 請 者：東京ガス

（２）申 請 日：２０２０年９月１８日（実施期日：２０２０年１０月３０日）

（３）申請内容：「四街道地区」を「東京地区等」に併合する。
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（４）主な託送供給条件の変更点

現行 

（「四街道地区」） 

変更後 

（現「東京地区等」） 

標準熱量 41MJ/m3N 45MJ/m3N 

総発熱量 39.81-41.58MJ/m3N 44.20-46.00MJ/m3N 

立方メートル当たりの料金 64.03円 20.70円 

●参考：「四街道地区」の位置

３．審査内容 

（１）「四街道地区」併合後の「東京地区等」（以下「併合後東京地区等」という。）の託送

料金について（ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条関連） 

東京ガスから、「併合後東京地区等」の託送料金について、現行の「東京地区等」

の料金を適用する旨の申請があった。 

ガス事業託送供給約款料金算定規則では、第２３条第２項及び第３項において定め

られた要件に適合しているときは、同条第１項の規定に基づき、併合する側の託送料

金をもって、併合後の託送料金とすることができると定められていることから、以下

の確認を行った【別添１】。 
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✓ ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第２項に規定されている「事業譲渡等

の場合」に該当するか。具体的には、併合される地域（「四街道地区」）の直近の事

業年度末のガスメーター取付数が、併合する地域（「東京地区等」）の直近の事業年

度末のガスメーター取付数の２０分の１以下であるか。

→ ｢四街道地区｣の直近の事業年度末のガスメーター取付数は１５,９８２件、

「東京地区等」の同ガスメーター取付数は１１,６７０,００５件であり、これら

を割り戻した割合は０．１４％であるため、２０分の１以下である。

✓ ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第３項に規定されている「料金算定

への影響が軽微」であると認められるか。具体的には、併合する「東京地区等」の

「直近改定時託送供給約款料金原価等」を「直近改定時託送供給約款ガス需要量」

で除して算定した平均単価と、併合する・併合される両地域の「直近改定時託送供

給約款料金原価等」の和を「直近改定時託送供給約款ガス需要量」の和で除した値

との格差が１％以内であるか。

→ 「東京地区等」の平均単価（２０．７０円/㎥）と、｢東京地区等｣と｢四街道地

区｣の原価の和と需要量の和から求められた平均単価（２０．７３円/㎥）の格

差は０．１４％であるため、１％以内である（下表参照）。

東京地区等 四街道地区 東京地区等と四街道地区の和 

直近料金原価 865,868,427千円 1,615,358千円 867,483,785千円 

直近ガス需要量 41,820,028千㎥ 22,984.6千㎥ 41,843,012.6千㎥ 

平均単価 

（原価/需要量） 
20.70円/㎥ 20.73 円/㎥ 

・四街道地区の需要量は 41MJから 45MJに換算

25,227千㎥×41MJ÷45MJ＝22,984.6千㎥ 

・平均単価の格差は、（1-20.70/20.73）×100 ＝ 0.14%

上記の結果、ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第２項及び第３項にお

いて定められた要件に適合しており、同条第１項の規定に基づき、現行の「東京地

区等」の託送料金をもって、「併合後東京地区等」の託送料金とすることができるこ

とを確認した。 

（２）料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであるか（ガ

ス事業法第４８条第４項第１号関係）

上記（１）のとおり、今回の申請は、現行の「東京地区等」の託送料金をもって、

「併合後東京地区等」の託送料金とするものである。そして、現行の「東京地区等」

の託送料金は、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」
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として既に経済産業大臣の認可を受けていることから、「併合後東京地区等」の託送

料金についても、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも

の」であることが認められる。 

（３）変更後の託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者（ガス小売事業者）が託

送供給を受けることを著しく困難にするおそれはないか（ガス事業法第４８条第４項

第２号関係）

①新たに「併合後東京地区等」において託送供給約款によりガスの供給を受けようと

する者について

今回の申請は、現行の「東京地区等」の託送料金その他の供給条件をもって、「併

合後東京地区等」の託送料金その他の供給条件とするものである。そして、現行の

「東京地区等」の託送料金その他の供給条件は「託送供給約款によりガスの供給を受

けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがない」として既

に経済産業大臣の認可を受けていることから、「併合後東京地区等」の託送料金その

他の供給条件は、新たに「併合後東京地区等」において託送供給約款によりガスの供

給を受けようとする者について「託送供給を受けることを著しく困難にするおそれが

ないこと」が認められる。 

②併合される「四街道地区」において現に託送供給約款によりガスの供給を受けてい

る者について

併合される「四街道地区」において現に東京ガスから託送供給を受けているガス小

売事業者は東京ガス小売部門のみである。そして、今般の託送供給約款の変更によ

り、併合される「四街道地区」には託送料金が値上げとなる供給地点が存在するもの

の、直近の事業年度における実績から、東京ガス小売部門における「併合後東京地区

等」の事業年度ごとの託送料金の支出総額は、併合前と比べて値下げとなることが見

込まれる【参考資料２】。また、託送料金以外の供給条件の主な変更点は、ガスの熱

量を４５ＭＪとする点にあるところ、東京ガス小売部門は、現行の「東京地区等」に

おいても東京ガスから熱量４５ＭＪのガスの託送供給を受けていることから、東京ガ

ス小売部門について、変更後の託送供給約款により「託送供給を受けることを著しく

困難にするおそれがないこと」が認められる。 

③既に現行の「東京地区等」においてガスの供給を受けている者について

現行の「東京地区等」においては、今般の託送供給約款の変更により託送料金その

他の供給条件の変更はないため、既に現行の「東京地区等」においてガスの供給を受

けている者について、変更後の託送供給約款により「託送供給を受けることを著しく
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困難にするおそれがないこと」が認められる。 

 

以上①～③から、変更後の託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者につ

いて、「託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと」が認められ

る。 

 

（４）公共の利益の増進に支障がないか。（ガス事業法第４８条第４項第６号関係） 

今般の託送供給約款の変更により、東京ガスは、併合される「四街道地区」におけ

る導管の維持運用オペレーションの効率化及び供給安定性の向上を見込んでいる。 

       また、併合される「四街道地区」の需要家は、現在、ガスの小売供給を東京ガス小

売部門以外から受けることができていないが、今般の託送供給約款の変更により、現

行の「東京地区等」で事業を行うガス小売事業者（２８社（本年６月時点））の中か

らガスの小売供給を受けることが可能となる。 

なお、併合される「四街道地区」の需要家は、今般の託送供給約款の変更により、 

ガスの熱量が変更されるため、ガスの消費機器の調整作業等を受ける必要があるが、

その費用は、東京ガス小売部門が負担する方針であり、それに伴う金銭的負担は発生

しない。 

以上から、公共の利益の増進に支障はないことが認められる。 

 

（５）その他の審査項目について 

ガス事業法第４８条第４項第３～５号に定める認可の要件のいずれにも適合してい

ると認められる【別添２参照】。 

 

４．当委員会の対応方針（案） 

 上記３．の審査結果を踏まえ、当委員会として、経済産業大臣が本申請に係る認可をする

ことに異存はない旨、別添の案【別添３】のとおり経済産業大臣に回答することとしたい。 
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＜参考：関係条文＞ 

 

●ガス事業法（託送供給約款） 

第４８条 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給

条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣

の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情

を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合

は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準

用する。 

３ （略） 

４ 経済産業大臣は、第一項本文（第二項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本

文の認可をしなければならない。 

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。 

二 第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が

託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 

三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

四 一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供

給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費

用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 

五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 

５～１３ （略） 

 

（電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取） 

第１７７条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委

員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなければならない。 

一～六 （略） 

七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項（同条第

二項において準用する場合を含む。）若しくは第三項ただし書の認可をしようとする

とき。 

八～十二 （略） 

２ （略） 
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●ガス事業託送供給約款料金算定規則 

（事業の譲渡等） 

第２３条 一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約

款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、

第二条から第二十条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者

の託送供給約款料金をもって譲受け等後の託送供給約款料金とすることができる。この場合

において、一般ガス導管事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様

式第十第一表及び第二表に整理しなければならない。 

２ 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。 

一 法第四十二条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であ

って、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる（以下「譲渡し等」という。）一

般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数が、譲受けをする又は合

併若しくは分割をする（以下「譲受け等」という。）一般ガス導管事業者の直近の事

業年度末のガスメーター取付数の二十分の一以下の場合 

二 前条第一項の規定により一般ガス導管事業者が供給区域のある地域別に複数の託送供

給約款料金を設定しているときの、託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給

約款が適用される地域へ併合する変更であって、前号に準じる場合（この場合におい

て、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは

「併合する」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「地域における一般ガス導管事

業者」と読み替えるものとする。） 

３ 第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業

者の既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金原価等、

法第四十八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若

しくは変動額託送供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給

約款料金原価等（以下「直近改定時託送供給約款料金原価等という。）を、当該直近改定

時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定（以下「直近改定時託送

供給約款ガス需要量」という。）で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス導管事

業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時

託送供給約款ガス需要量の和で除した値との格差が、一パーセント以内のときとする。こ

の場合において、譲渡し等一般ガス導管事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事

業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等

一般ガス導管事業者のガスの熱量で換算したガス需要量を用いるものとする。 

 

以  上 
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別添１

料金算定内容等に係る審査

「東京地区等」の原価 865,868,427千円

「東京地区等」の需要量 41,820,028千㎥

「東京地区等」と「四街道１２A地区」の原価の和
 865,868,427千円＋1,615,358千円=867,483,785千円

「東京地区等」と「四街道１２A地区」の需要量の和
41,820,028千㎥＋22,984.6千㎥=41,843,012.6千㎥

（「四街道１２A地区」の需要量は41MJから45MJに換算）
25,227千㎥×41MJ÷45MJ＝22,984.6千㎥

平均単価の格差

(1-20.70/20.73）×100=0.14

■ 事務局の審査結果

「四街道地区」併合後の「東京地区等」の託送料金について（ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条関連）

変更認可申請内容について、ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第２項及び第３項に適合しており、同条第１項に基づき「東京地区等」の
託送料金を「四街道１２A地区」のに適用することができると認められる。

・ステップ２ （算定規則第２３条第３項関係）

算定規則第２３条第１項に規定する料金
算定に与える影響が軽微なときに該当す
るか。
具体的には、「東京地区等」の平均単価
と、「東京地区等」と「四街道１２A地区」
の原価の和と需要量の和から算出した
平均単価との格差が１％未満であるか。

平均単価

20.70円/㎥

平均単価

20.73円/㎥

東京ガスから、「併合後東京地区等」の託送料金について、現行の「東京地区等」の料金を適用する旨の申請があった。
ガス事業託送供給約款料金算定規則では、第２３条第２項及び第３項において定められた要件に適合しているときは、同条第１項の規定に基づき、
併合する側の託送料金をもって、併合後の託送料金とすることができることから、以下の確認を行った。

確認項目 審査結果

ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第１項に規定する料金算定に与える影響が軽微なとき
に該当することを確認した。

第２３条 一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への
影響が軽微であると認められるときは、第二条から第二十条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託送供給約
款料金をもって譲受け等後の託送供給約款料金とすることができる。（略）

３ 第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業者の既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可
を受けた託送供給約款料金原価等、法第四十八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額託送
供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等（以下「直近改定時託送供給約款料金原価等という。）
を、当該直近改定時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定（以下「直近改定時託送供給約款ガス需要量」という。）で除し
て算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時託
送供給約款ガス需要量の和で除した値との格差が、一パーセント以内のときとする。（略）

・ステップ1 （算定規則第２３条第２項関係）

２ 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 法第四十二条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる（以下
「譲渡し等」という。）一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする（以下「譲受け
等」という。）一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数の二十分の一以下の場合
二 前条第一項の規定により一般ガス導管事業者が供給区域のある地域別に複数の託送供給約款料金を設定しているときの、託送供給約款が適
用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域へ併合する変更であって、前号に準じる場合（この場合において、第三項中「譲渡し等」とある
のは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「地域における一般ガス導管事業者」と読み替えるも
のとする。）

算定規則第２３条第１項に規定する事業
譲渡等の場合に該当するか。
具体的には、「四街道１２A地区」の直近
の事業年度末のガスメーター取付数が、
「東京地区等」の直近の事業年度末のガ
スメーター取付数の二十分の一以下であ
るか。

「四街道１２A地区」の直近の事業年度末のガスメーター取付数  15,982件

「東京地区等」の直近の事業年度末のガスメーター取付数 11,670,005件

二十分の一以下であるか                                                                           約0.14％

ガス事業託送供給約款料金算定規則第２３条第１項に規定する事業譲渡等の場合に該当することを
確認した。
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■ 事務局の審査内容（ガス事業法第４８条第４項）

ガス事業法第４８条第４項

1

今回の申請は、現行の「東京地区等」の託送料金をもって、「併合後東京地区等」の託送
料金とするものである。そして、現行の「東京地区等」の託送料金は、「能率的な経営の下
における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」として既に経済産業大臣の認可を受けて
いることから、「併合後東京地区等」の託送料金についても、「能率的な経営の下における
適正な原価に適正な利潤を加えたもの」であることが認められる。

2

①新たに「併合後東京地区等」において託送供給約款によりガスの供給を受けようとする
者について
今回の申請は、現行の「東京地区等」の託送料金その他の供給条件をもって、「併合後東
京地区等」の託送料金その他の供給条件とするものである。そして、現行の「東京地区等」
の託送料金その他の供給条件は「託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が
託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがない」として既に経済産業大臣の認可
を受けていることから、「併合後東京地区等」の託送料金その他の供給条件は、新たに「併
合後東京地区等」において託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者について
「託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと」が認められる。

②併合される「四街道地区」において現に託送供給約款によりガスの供給を受けている者
について
併合される「四街道地区」において現に東京ガスから託送供給を受けているガス小売事業
者は東京ガス小売部門のみである。そして、今般の託送供給約款の変更により、併合され
る「四街道地区」には託送料金が値上げとなる供給地点が存在するものの、直近の事業
年度における実績から、東京ガス小売部門における「併合後東京地区等」の事業年度ごと
の託送料金の支出総額は、併合前と比べて値下げとなることが見込まれる【参考資料２】。
また、託送料金以外の供給条件の主な変更点は、ガスの熱量を４５ＭＪとする点にあるとこ
ろ、東京ガス小売部門は、現行の「東京地区等」においても東京ガスから熱量４５ＭＪのガ
スの託送供給を受けていることから、東京ガス小売部門について、変更後の託送供給約
款により「託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと」が認められる。

③既に現行の「東京地区等」においてガスの供給を受けている者について
現行の「東京地区等」においては、今般の託送供給約款の変更により託送料金その他の
供給条件の変更はないため、既に現行の「東京地区等」においてガスの供給を受けている
者について、変更後の託送供給約款により「託送供給を受けることを著しく困難にするおそ
れがないこと」が認められる。

以上①～③から、変更後の託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者につい
て、「託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと」が認められる。

3
今回の申請は、現行の「東京地区等」の料金その他の供給条件を、「併合後東京地区

等」に適用する約款変更であり、「併合後東京地区等」の料金が、「定率又は定額をもって
明確に定められていること」が認められる。

4
今回の申請は、現行の「東京地区等」の料金その他の供給条件を、「併合後東京地区

等」に適用する約款変更であり、「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでな
いこと」が認められる。

5
今般の申請は、現行の「東京地区等」の料金その他の供給条件を、「併合後東京地区

等」に適用する約款変更であり、「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでな
いこと」が認められる。

6

今般の託送供給約款の変更により、東京ガスは、併合される「四街道地区」における導
管の維持運用オペレーションの効率化及び供給安定性の向上を見込んでいる。

また、併合される「四街道地区」の需要家は、現在、ガスの小売供給を東京ガス小売部
門以外から受けることができていないが、今般の託送供給約款の変更により、現行の「東
京地区等」で事業を行うガス小売事業者（２８社（本年６月時点））の中からガスの小売供給
を受けることが可能となる。

なお、併合される「四街道地区」の需要家は、今般の託送供給約款の変更により、ガスの
熱量が変更されるため、ガスの消費機器の調整作業等を受ける必要があるが、その費用
は、東京ガス小売部門が負担する方針であり、それに伴う金銭的負担は発生しない。

以上から、公共の利益の増進に支障はないことが認められる。

■ 事務局の審査結果

別添２

料金が定率又は定額をもつて明確に定めら
れていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをす
るものでないこと。

一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可
の申請に係る託送供給約款によりガスの供
給を受ける者の責任に関する事項並びに導
管、ガスメーターその他の設備に関する費用
の負担の方法が適正かつ明確に定められて
いること。

申請内容について、ガス事業法第４８条第４項第１号から第６号に照らし、適合していると認められる。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の
増進に支障がないこと。

経済産業大臣は、第一項本文（第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の認可の申請が次の各号のいずれにも
適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。

託送供給約款の変更の認可について

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について、ガス事業法第４８条第４項の規定及び一般ガス導管事業託送供給約款料金
算定規則に照らして審査する。

■事業者名 ：東京瓦斯株式会社

電力・ガス取引監視等委員会事務局

第一項本文の認可の申請に係る託送供給約
款によりガスの供給を受けようとする者が託
送供給を受けることを著しく困難にするおそ
れがないこと。

料金が能率的な経営の下における適正な原
価に適正な利潤を加えたものであること。
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別添３ 

（案） 

 
                           官 印 省 略 
                           番     号   
                           年  月  日 
 
経済産業大臣 宛て 

 
 
 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 
 
 
 

託送供給約款の変更の認可について（回答） 
 
 
令和２年９月２４日付け２０２００９１８資第４６号により貴職から当委員

会に意見を求められた託送供給約款の変更の認可については、認可することに

異存ありません。 
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経済産業省

官 印 省 略  

20200918 資第４６号 

 令和２年９月２４日  

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿 

 経済産業大臣 

託送供給約款の変更の認可について 

 ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第１７７条第１項第７号の規定に基づき、別

添の申請に係る同法第４８条第２項に基づく託送供給約款の変更の認可について、貴委

員会の意見を求めます。 

【参考資料１】
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四街道12A地区の東京地区等への
統合による託送料金の影響

2020年8月21日

東京ガス株式会社

【参考資料２】
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四街道12A地区と東京地区等の託送料金比較
 第１種料金（破線）は四街道の方が高いため、東京に統合すると値下げとなります。
 第２種料金（実線）は四街道の方が低いため、値上げとなる可能性があります。
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託送料金統合による影響
 試算の結果、第１種料金は全件値下げ、第２種料金は７件が値上げとなります。

件数 合計金額 １件あたり平均額
値上げ 0件 － －
値下げ 14,445件 ▲145百万円 ▲10,011円／件
合計 14,445件 ▲145百万円 ▲10,011円／件

■第１種料金

件数 合計金額 １件あたり平均額
値上げ 7件 5百万円 724千円／件
値下げ 0件 － －
合計 7件 5百万円 724千円／件

■第２種料金

※2019年4月～2020年3月実績使用量を基に試算

東京ガス小売部門の託送料金（※） 件数 合計金額
値上げとなる供給地点 ７件 5百万円
値下げとなる供給地点 14,445件 ▲145百万円
合計 14,452件 ▲140百万円

（※）四街道１２Ａ地区における託送供給依頼者は、東京ガス小売部門の１事業者のみ。

■託送供給依頼者が支払う託送料金
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